
別表１ 地域密着型サービス等整備等助成事業 

1 区分 ２ 単価 3 単位 4 対象経費 

地域密着型サービス施設等の整備 
地域密着型サー

ビス施設等の整備

（施設と一体で整備

されるものであって

知事が必要と認め

た整備を含む。）に

必要な工事費又は

工事請負費。  

 ただし、別の補助

金等において別途

補助対象とする費

用を除き、工事費

又は工事請負費と

同等と認められる

委託費及び分担金

及び適当と認めら

れる購入費等を含

む。 

 

地域密着型特別養護老人ホーム及び

併設されるショートステイ用居室 
4,880 千円 整備床数 

小規模介護老人保健施設 61,000 千円 施設数 

小規模介護医療院 61,000 千円 施設数 

小規模養護老人ホーム 2,600 千円 整備床数 

小規模ケアハウス（特定施設入居者生

活介護の指定を受けるもの） 
4,880 千円 整備床数 

都市型軽費老人ホーム 1,950 千円 整備床数 

認知症高齢者グループホーム 36,600 千円 施設数 

小規模多機能型居宅介護事業所 36,600 千円 施設数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所 
6,470 千円 施設数 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 36,600 千円 施設数 

認知症対応型デイサービスセンター 13,000 千円 施設数 

介護予防拠点 9,710 千円 施設数 

地域包括支援センター 1,300 千円 施設数 

生活支援ハウス 38,900 千円 施設数 

緊急ショートステイ 1,300千円 整備床数 

施設内保育施設 13,000千円 施設数 

小規模介護付きホーム（有料老人ホー

ム又はサービス付き高齢者向け住宅

であって、特定施設入居者生活介護の

指定を受けるもの） 

4,880千円 整備床数 

介護施設等の合築等 

 
第3条（１）アの事業対象施設と合築・

併設 

合築・併設する施設それぞ

れ上記の単価に 1.05 を乗

じた額 

上記に準

ずる 

空き家を活用した整備（既存建物等の改修を含む） 

 

認知症高齢者グループホーム 

上記２欄中の単価を 

9,710千円とする。 
施設数 

小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

認知症対応型デイサービスセンター 



介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐震化整備 

 

特別養護老人ホーム 

1,230千円 定員数 

介護老人保健施設 

介護医療院 

養護老人ホーム 

軽費老人ホーム 

災害レッドゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備 

 

特別養護老人ホーム及び併設されるシ

ョートステイ用居室 
4,880千円 

整備床数 

※移転後床数。

ただし、増員分

は対象外。 

介護老人保健施設 61,000千円 施設数 

介護医療院 61,000千円 施設数 

養護老人ホーム 2,600千円 

整備床数 

※移転後床数。

ただし、増員分

は対象外。 

ケアハウス（特定施設入居者生活介護

の指定を受けるもの） 
4,880千円 

整備床数 

※移転後床数。

ただし、増員分

は対象外。 

介護付きホーム（有料老人ホーム又は

サービス付き高齢者向け住宅であっ

て、特定施設入居者生活介護の指定を

受けるもの） 

4,880千円 

整備床数 

※移転後床数。

ただし、増員分

は対象外。 

災害イエローゾーンに所在する老朽化等した広域型介護施設等の移転改築整備 
 

 

特別養護老人ホーム及び併設される

ショートステイ用居室 
4,880千円 

整備床数 

※移転後床数。

ただし、増員分

は対象外。 

 

介護老人保健施設 61,000千円 施設数  

介護医療院 61,000千円 施設数  

養護老人ホーム 2,600千円 

整備床数 

※移転後床数。

ただし、増員分

は対象外。 

 

ケアハウス（特定施設入居者生活介護

の指定を受けるもの） 
4,880千円 

整備床数 

※移転後床数。

 



ただし、増員分

は対象外。 

介護付きホーム（有料老人ホーム又は

サービス付き高齢者向け住宅であっ

て、特定施設入居者生活介護の指定を

受けるもの） 

4,880千円 

整備床数 

※移転後床数。

ただし、増員分

は対象外。 

 

注）施設数単位で助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合で

あっても、増床する場合には、補助単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用

いて算出した額で助成することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 

1 区分 ２ 単価 3 単位 4 対象経費 

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時（改築時）に必要な経費  

特別養護老人ホー

ム等の円滑な開所や

既存施設の増床の際

に必要な需用費、使用

料及び賃借料、備品購

入費(備品設置に伴う

工事請負費を含む。)、

報酬、給料、職員手当

等、共済費、賃金、旅

費、役務費、委託料。 

ただし、施設開所後

に発生する経費（クラ

ウド利用料、リース

料、その他保証料等）

については、導入時に

設備等の経費と併せ

て支払った場合でも、

対象経費として認め

られない。 

定員30人以上の広域型施設等 

 

特別養護老人ホーム及び併設されるショ

ートステイ用居室 

914千円 定員数 

介護老人保健施設 

介護医療院 

ケアハウス（特定施設入居者生活介護の

指定を受けるもの） 

養護老人ホーム 

介護付きホーム（有料老人ホーム又はサ

ービス付き高齢者向け住宅であって、特

定施設入居者生活介護の指定を受けるも

の） 

訪問看護ステーション（大規模化やサテ

ライト型事業所の設置） 
4,580千円 施設数 

定員29人以下の地域密着型施設等 

 

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設

されるショートステイ用居室 

914千円 

定員数 
※小規模多機
型居宅介護事
業所及び看護
小規模多機能
型居宅介護事
業所にあって
は、宿泊定員数
とする。 

小規模介護老人保健施設 

小規模介護医療院 

小規模ケアハウス（特定施設入居者生活

介護の指定を受けるもの） 

認知症高齢者グループホーム 

小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 

小規模介護付きホーム（有料老人ホーム

又はサービス付き高齢者向け住宅であっ

て、特定施設入居者生活介護の指定を受

けるもの） 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所 
15,300千円 施設数 

都市型軽費老人ホーム 458千円 定員数 

小規模養護老人ホーム 458千円 定員数 

施設内保育施設 4,580千円 施設数 

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費（介

護療養型老人保健施設の介護医療院への転換整備に必要な経費を含む。） 

介護療養型医療施

設から介護老人保

健施設等への円滑

な転換に必要な需用

費、使用料及び賃借

料、備品購入費(備品

設置に伴う工事請負

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・ケアハウス 

・有料老人ホーム 

・特別養護老人ホーム及び併設される

239千円 定員数 

（転換前床

数） 



ショートステイ用居室 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・生活支援ハウス 

・サービス付き高齢者向け住宅 

費を含む。)、報酬、

給料、職員手当等、共

済費、賃金、旅費、役

務費、委託料。 

ただし、施設開所後

に発生する経費（クラ

ウド利用料、リース

料、その他保証料等）

については、導入時に

設備等の経費と併せ

て支払った場合でも、

対象経費として認め

られない。 

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に

必要な経費 

特別養護老人ホー

ム等の大規模修繕

の際にあわせて行

う、介護ロボット・

ICT の導入に必要な

経費（令和２年４月

１４日老高発０４

１４第１号・老振発

０４１４第１号厚

生労働省老健局高

齢者支援課長・振興

課長通知「地域医療

介護総合確保基金

（介護従事者の確

保に関する事業）に

おける「管理者等に

対する雇用管理改

善方策普及・促進事

業」の実施について

の別紙１・別紙２を

準用する。 

定員３０人以上の広域型施設等 

 特別養護老人ホーム及び併設される

ショートステイ用居室 

458千円 定員数 

介護老人保健施設 

介護医療院 

ケアハウス（特定施設入居者生活介

護の指定を受けるもの 

養護老人ホーム 

介護付きホーム（有料老人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住宅であ

って、特定施設入居者生活介護の指

定を受けるもの） 

定員２９人以下の地域密着型施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム及び併

設されるショートステイ用居室 

458千円 定員数 

※小規模多機

型居宅介護事

業所及び看護

小規模多機能

型居宅介護事

業所にあって

は、宿泊定員数

とする。 

小規模介護老人保健施設 

小規模介護医療院 

小規模ケアハウス（特定施設入居者

生活介護の指定を受けるもの） 

認知症高齢者グループホーム 

小規模多機能型居宅介護事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事業

所 

小規模介護付きホーム（有料老人ホ

ーム又はサービス付き高齢者向け

住宅であって、特定施設入居者生活

介護の指定を受けるもの） 



定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所 

7,630千円 施設数 

都市型軽費老人ホーム 229千円 定員数 

小規模養護老人ホーム 229千円 

施設内保育施設 2,290千円 施設数 

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に

必要な経費 

介護予防拠点にお

いて参加者の防災

に対する意識の共

有を図るために必

要な需用費（印刷製

本費、修繕料）、備

品購入費（備品設置

に伴う工事請負費

を含む）、報酬、旅

費、役務費（通信運

搬費、広告料、手数

料）又は委託料。 

 介護予防拠点 109千円 １か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表３ 定期借地権設定のための一時金の支援事業 

1 区分 2 交付基準 3 対象経費 4 補助率 

【本体施設】  

当該施設等を整備

する用地に係る国

税局長が定める路

線価（路線価が定め

られていない地域

においては、固定

資産税評価額に国

税局長が定める倍

率を乗じた額等、知

事が定める合理的

な方法による額）の

２分の１ 

 

定期借地権設定

に際して授受され

る一時金であっ

て、借地代の前払

いの性格を有する

もの（当該一時金

の授受により、定

期借地権設定期

間中の全期間又

は一部の期間の

地代の引下げが

行われていると認

められるもの）。 

 

１／２ 
 定員30人以上の広域型施設 

 

・特別養護老人ホーム及び併設されるショー

トステイ用居室 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指

定を受けるもの） 

・養護老人ホーム 

・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサー

ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施

設入居者生活介護の指定を受けるもの） 

 定員29人以下の地域密着型施設等 

 

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設さ

れるショートステイ用居室 

・小規模介護老人保健施設 

・小規模介護医療院 

・小規模ケアハウス（特定施設入居者生活介

護の指定を受けるもの） 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・都市型軽費老人ホーム 

・小規模養護老人ホーム 

・施設内保育施設 

・小規模介護付きホーム（有料老人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住宅であって、

特定施設入居者生活介護の指定を受ける

もの） 

【合築・併設施設】 

定員29人以下の地域密着型施設等 

 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

・認知症対応型デイサービスセンター 

・介護予防拠点 

・地域包括支援センター 

・生活支援ハウス 

・緊急ショートステイ 

 

 

 



別表４ 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業 

1 区分 ２ 単価 3 単位 4 対象経費 

既存施設のユニット化改修 
 特別養護老

人ホーム等の

ユニット化等

改修（施設の整

備と一体的に

整備されるも

のであって、知

事が必要と認

めた整備を含

む。）に必要な

工事費又は工

事請負費。 

 ただし、別の補

助金等において

別途補助対象と

する費用を除き、

工事費又は工事

請負費と同等と

認められる委託

費及び分担金及

び適当と認めら

れる購入費等を

含む。 

 
「個室→ユニット化」改修 1,300千円 整備床数 

「多床室→ユニット化」改修 2,600千円 整備床数 

ア 特別養護老人ホームのユニット化 

イ 介護老人保健施設のユニット化 

ウ 介護医療院のユニット化 

エ 介護療養型医療施設の改修により転

換される次の施設 

  ・介護老人保健施設 

  ・ケアハウス 

  ・特別養護老人ホーム 

  ・介護医療院 

  ・認知症高齢者グループホーム 

  

既存の特別養護老人ホーム及び併設され

るショートステイ用居室（多床室）のプ

ライバシー保護のための改修 

800千円 整備床数 

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備 

（介護療養型老人保健施設から転換して介護医療院を整備する事業について

も対象とする。） 

 創設 2,440千円 

転換前床数 改築 3,020千円 

改修 1,220千円 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・ケアハウス 

・有料老人ホーム 

・特別養護老人ホーム及び併設される

ショートステイ用居室 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・生活支援ハウス 

・サービス付き高齢者向け住宅 

  

介護施設等の看取り環境の整備  

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム 

3,820千円 施設数 

特別養護老人

ホーム等の看

取り環境整備

のための改修

に必要な経費



・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・介護付きホーム（有料老人ホーム又

はサービス付き高齢者向け住宅であっ

て、特定施設入居者生活介護の指定を

受けるもの） 

については同

上。設備につい

ては、需用費

（修繕料）、使

用料及び賃借

料又は備品購

入費（備品設置

に伴う工事請

負費を含む。）。 

共生型サービス事業所の整備 介護施設等の

看取り環境整

備に同じ。 

・通所介護事業所（地域密着型通所介

護事業所を含む） 

・短期入所生活介護事業所（介護予防

短期入所生活介護事業所を含む。） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

1,130千円 事業所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表５ 民有地マッチング事業 

1 区分 ２ 単価 3 単位 4 対象経費 

民有地マッチング事業 
民有地マッチン

グ事業を実施す

るために必要な

賃金、旅費、謝

金、会議費、印

刷製本費、備品

購入費等 

 土地等所有者と介護施設等整備法人

等のマッチング支援 
6,110 千円 自治体 

整備候補地等の確保支援 5,000 千円 自治体 

地域連携コーディネーターの配置支

援 
4,890 千円 １か所 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表６ 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 

1 区分 ２ 単価 3 単位 4 対象経費 

介護施設等における簡易陰圧装

置の設置に係る経費支援事業 
4,710千円 台数 

簡易陰圧装置を設置

するために必要な備品

購入費、工事費又は工事

請負費。 

ただし、別の補助金等

において別途補助対象

とする費用を除き、工事

費又は工事請負費と同

等と認められる委託費

及び分担金及び適当と

認められる購入費等を

含む。 

介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業 

 

ユニット型施設の各ユニ

ットへの玄関室設置によ

るゾーニング経費支援 

1,090千円 1か所 

感染拡大防止のため

のゾーニング環境等を

整備するために必要な

備品購入費、工事費又は

工事請負費。 

ただし、別の補助金等

において別途補助対象

とする費用を除き、工事

費又は工事請負費と同

等と認められる委託費

及び分担金及び適当と

認められる購入費等を

含む。 

 
従来型個室・多床室のゾー

ニング経費支援 
6,540千円 1か所 

 
家族面会室の整備等経費

支援 
3,820千円 施設・事業所 

介護施設等における多床室の個

室化に要する改修費支援事業 
1,070千円 定員数 

介護施設等における

多床室の個室化に必要

な工事費又は工事請負

費。 

ただし、別の補助金等

において別途補助対象

とする費用を除き、工事

費又は工事請負費と同

等と認められる委託費

及び分担金及び適当と

認められる購入費等を

含む。 

 



別表７ 介護職員の宿舎施設整備事業 

1 区分 2 交付基準 3 対象経費 4 補助率 

 介護職員の宿舎施設整備事業  

当該施設を整備す

るために必要な経

費。 

ただし、介護職員1

定員当たりの延べ

床面積（バルコニ

ー、廊下、階段等共

用部分を含む。）が

33 ㎡までの部分と

する。 

 

特別養護老人ホー

ム等の職員の宿舎

の整備（宿舎の整備

と一体的に整備さ

れるものであって

知事が必要と認め

た整備を含む。）に

必要な工事費又は

工事請負費。 

 ただし、別の補助

金等において別途

補助対象とする費

用を除き、工事費又

は工事請負費と同

等と認められる委

託費及び分担金及

び適当と認められ

る購入費等を含む。 

 

１／３ 

 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・介護医療院 

・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指

定を受けるもの） 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

・介護付きホーム（有料老人ホーム又はサー

ビス付き高齢者向け住宅であって、特定施

設入居者生活介護の指定を受けるもの） 

 

 


